
【特別障害者手当】対象となる障害の程度（厚生労働省「障害程度認定基準」より） 

※項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する方であっても診断書に基づいて決定します

ので手当受給に該当しない場合もありますのでご注意ください。 

 

◎障がいが単一の場合 

 ①［令別表第２］第３号（両上肢）・４号（両下肢）・５号（体幹）の障がいのうちの 1 つを有し、 

かつ、日常生活動作評価表の点数が１０点以上のもの（認定基準Ｐ１７～１９、３０、３１） 

② 障害児福祉手当の個別基準４（内部障害）又は個別基準５（その他の疾患）に該当し、かつ 

「安静度表」の１度の場合（認定基準Ｐ７～１１） 

③ 障害児福祉手当の個別基準６（精神障害）に該当するもので、かつ「日常生活能力判定表」の評価 

点が１４点以上の場合（認定基準Ｐ１１～１３、２４、３１） 

 

◎障がいが２つ以上の場合（認定基準Ｐ１３～２４） 

［令別表第２］の第１号から第７号までの障害が２つ以上重複する場合。 

 

◎障がいが３つ以上の場合（認定基準Ｐ２４～３０） 

［令別表第２］の第１号から第７号までの障害に 1 つ該当し、かつ［表］の第１号から第１１号までの障害が

２つ以上重複する場合。 
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［日常生活動作評価表］※補助具等を使用しない状態で行うもの。また、半身のみ障害が認め 

られる場合、評価点は１/２として加点する。 
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